
議案第 37号

No. 1

都市整備部

平成 23年 6月 16日

葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に閣する条例の一部を改正する条例

1 改 正の理由

区民の良好な生活環境を確保 し、通行の障害を除去するとともに街の美観を

維持 し、安全で快適な街づ くりの実現に寄与するため、スポーツ施設及び学習

施設の用途に供する施設に対 して自転車駐車場の設置を義務付けるほか、撤去

した自転車の資源化を図るため、「葛飾区白転車の安全利用及び駐車秩序に関

する条例」の一
部を改正する。

2 改 正の概要

(1)第 2条 で定めている付置義務施設に、健康の増進を目的 とするスポーツ施

設や学習、教養、趣味な どを教授する学習施設を加える。

ア イ ウ

施設 の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模

スポーツ施設 店舗面積が 500平 方メー

トルを超えるもの

店舗面積 25平 方メー トル (店舗面

積の うち 5,000平方メー トルを超え

る部分の面積については、50平方メ

ー トル) ご とに 1 台

学習施設 店舗面積が 300平 方メー

トルを超えるもの

店舗面積 15平 方メー トル (店舗面

積の うち 5,000平方メー トルを超え

る部分の面積については、30平方メ

ー トァレ)ご とに 1台

(2)第 16条 で定めている保管期間を過 ぎた 自転車について、再資源 として売

却措置が図れ るよ う定めた。

3 新 1国対象表

別紙 1 のとお り

4 「 葛飾区自転車駐車場付置義務対象施設の拡大の区民意見手続」の実施結果

について

別紙 2の とお り

5 条 例施行 日

1 平成 2 3 年 1 1 月 1 日
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嗣

葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に関する条例 (改正部分抜粋) 新 旧対照表
改正案 :二:]

|

るところによる。

(定義)

第 2条  こ の条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

111 自転車 道 路交通法 (昭和 35年 法律

第 105号 )第 2条 第 1項第 11号 の 2

に規定する自転車をいう。

121 放置 自 転草の利用者が自転車を離れ

て、直ちに当該白転車を移動させること

ができない状態をいう。

131 遊技場 風 俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律 (昭和 23年 法律

第 122号 )第 2条 第 1項第 7号及び第

8号 に規定する営業を行 うための施設を

いう。

に1 大規模店舗 百 貨店、ションピングセ

ンター、スーパーマーケット、飲食店等

1の建物であって、その建物内の小売業

等を営むための店舗の用に供 される部分

が大規模にわたるものをい う。

151 金融機関 銀 行法 (昭和 56年 法律第

59号 )第 4条 第 1項 、長期信用銀行法

(昭和 27年 法律第 187号 )第 4条 第

1項 、信用金庫法 (昭和 26年 法律第 2

(1平車)

(定義)

第 2条  こ の条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

111 自転車 道 路交通法 (昭和 35年 法律

第 105号 )第 2条 第 1項第 11号 の 2

に規定する自転車をいう。

121 放置 自 転草の利用者が自転車を離れ

て、直ちに当該自転車を移動させること

ができない状態をいう。

131 遊技場 風 俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律 (昭和 23年 法律

第 122号 )第 2条 第 1項第 7号 及び第

8号 に規定する営業を行うための施設を

V う`。

惚1 大規模店舗 百 貨店、ションピングセ

ンター、スーパーマーケット、飲食店等

1の建物であって、その建物内の小売業

等を営むための店舗の用に供される部分

が大規模にわたるものをいう。  、

(5)金 融機関 銀 行法 (昭和 56年 法律第

59号 )第 4条 第 1項、長期信用銀行法

(昭和 27年 法律第 187号 )第 4条 第

1項 、信用金庫法 (昭和 26年 法律第 2

38号 )第 4条 若 しくは労働金庫法 (昭

和 28年 法律第 227号 )第 6条 に規定

する免許を受けた者が業務を行 うための

施設又は中小企業等協同組合法 (昭和 2

4年 法律第 181号 )第 3条 第 2号 に規

定する信用協同組合が業務を行 うための

施設又は農業協同組合法 (昭和 22年 法

律第 132号 )第 10条 第 1項 第 1号及

び第 2号 の事業を行 う農業協同組合が業

務を行 うための施設をいう。

38号 )第 4条 若しくは労働金庫法 (昭

和 28年 法律第 227号 )第 6条 に規定

する免許を受けた者が業務を行 うための

施設又は中小企業等協同組合法 (昭和 2

4年 法律第 181号 )第 3条 第 2号 に規

定する信用協同組合が業務を行 うための

施設又は農業協同組合法 (昭和 22年 法

律第 132号 )第 10条 第 1項 第 1号及

び第 2号 の事業を行 う農業協同組合が業

(略)
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務を行 うための施設をい う。



(平8条 例 51,一 部改正)

(略)

(撤去 した自転車に対する措置)

第 16条  区 長は、第 13条 第 2項 若 しくは

第 3項 、第 14条 第 1項 又は前条の規定に

より撤去した自転車を区の設置した自転車

保管所に保管しなければならないっ

2 匹 長は、前項の規定により保管した自転

車 (以下 「保管自転草」という。)の 保管場

所、返還方法その他必要な事項を、撤去し

た場所又はその周辺に掲示 しなければなら

ない。

3 区 長は、保管自転車の所有者が確認でき

るときは、当該所有者に対 し′て引き取るよ

うに通知するものとする。

′, 区 長は、所有者の確認ができない保管白

転車については、規則で定める事項を告示

するものとする。

_ュ 区 長は、前 ?項 の規定による措置を講じ

た後、保管自

を経過 したときは、当該自転車を自転車法

量2処 2迭 全の定めるところにより処分す

ることができる。

６
一

前 3項 の規定にかかわ らず、区長は、保: |                 |

GI ス ポーツ施設 競 技場、運動場、練習

又は健康の増進のために一般の利用者を

対象として営業する施設をいう。

1コ 学 習施設 教 室、講堂、実習室等を常

設して学習、教養、趣味等を教授する施

第26号)第 124条に規定する専修学校、

同法第134条第 1項 に規定する各種学校

はこれらに類するものをいうぃ

(平8条 例 51,一 部改正)

(略)

(撤去した自転車に対する措置)

第 16条  区 長は、第 13条 第 2項 若 しくは

第 3項 、第 14条 第 1項又は前条の規定に

より紙去した自転車を区の設置した自転車

保管所に保管しなければならない。

2 区 長は、前項の規定により保管 tンた自転

車 (以下 「保管自転車」という。)の 保管場

所、返還方法その他必要な事項を、撤去し

た場所又はその周辺に掲示し、規則で定め

る事項を告示しなければならない。

3 区 長は、保管自転車の所有者が確認でき

るときは、当該所有者に対 して引き取るよ

うに通知するものとする。

4 区 長は、第 2項 の規定による告示の日か

ら規則で定める保管期間を経過してもなお

保管自転車を返還することができない場合

においてその保管に不相当な費用を要立る

と認めるときは、当該保管自転草を売却し、

その売却 した代金を保管することができ

る。

(昭 63条 例 29。 平 6条 例 43。 一
部改正)



管 自転車が自転車の機能を喪失 している等

明らかに財産的価値を有 していないと認め

られ るものにっいては、直ちに当該 自転車

を廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭

和 4o年 法律愛 ≧97号 )そ の他の法令の

定めるところにより処分することができ

る。

(昭63条 例 29・ 平 6条 例 43・

一
部改正)

(略)

(施設を新築する場合の自転車盛車場の規

升夢喜)

第 19条  指 定区域内において、次の表のア

欄に掲げる用途に供する施設で同表のイ欄

に掲げる規模のものを新築 しようとする者

は、同表のジ欄に掲げる基準により算定し

た規模の自転車駐車場を当該施設若しくは

その敷地内又はその敷地に隣接する場所に

設置しなければならない。

自転草駐車場の

1   規 模

店舗面積が 20

0平 方メー トル

を超えるもの

店舗面積が 30

01子ブアメ‐―トル

を超えるもの

店舗面積が40

0!平ラケメーートル

を超えるもの

店舗 面積 10平

方メー トル (店舗

面積のうち5,0

00平 方メー ト

ル を超 える部分

の面積 について

,ま、 20平 ムブデメ一ヽ

トル) ごとに 1 台

店舗 面積 15平

方メー トル (店舗

面積のうち5,0

00平 方 メー ト

ル を超 える部分

の面積について

は、30平 1方メー

トル)ご とに 1台

(略)

(施設を新築する場合の自転車駐車場の規

模)

第 19条  指 定区域内において、次の表のア

欄に掲げる用途に供する施設で同表のイ欄

に掲げる規模のものを新築しようとする者

は、同表のウ欄に掲げる基準により算定し

た規模の自転車駐車場を当該施設若 しくは

その敷地内又はその敷地に隣接する場所に

設置 しなければならない。

施設の規模

店舗面積が 20

0平 方メー トル

を超えるもの

0 0 平 方 メー ト

ルを超 える部分

の面積について

は、20平 方メー

トル)ご とに 1台

大規模店舗 店舗 面積 15平

方メー トル (店舗

面積のうち5,0

00平 方 メー ト

ル を超 える部分

の面積 について

は、30平 方メー

トァレ)tごとに 11分

店舗面積 20平

方メー トル (店舗

面積のうち5,0

ア

施設の用途

店舗面積が 30

0耳二方 メー トル

を超えるもの

金融機FEl   l店 舗面積が40

0 耳を方メー トル

を超えるもの

店舗 面積 20平

方メー トル (は舗

面積のうち5,0



は、40平 方メー
|

備考 こ の表のウ欄に掲げる基準により算

定した自転車駐車場の規模に 1台未満の

端数があるときは、その端数を切 り捨て

るものとする。

2 前 項の表における店舗面積の算定方法

は、規則で定める。

(平8条 例 51'追 加)

(施設を増築する場合の自転車駐車場の規

模)

第 21条  指 定区域内において、第 19条 第

1項 の表のア欄に掲げる用途に供する施設

の増築をしようとする者は、当該増築後の

施設 (この条例の施行前に建築された部分

(第23条 の規定によりこの条例の適用を

受けなかった部分を含む。)を 除く。)を す

べて新築 したものとみなした場合に前 2条

の規定の適用を受けるときは、前 2条 の規

定により算定 した自転草駐車場の規模か

0 0 ギうケメー ト

ルを超 える部分

の面積 について

1ま、40平 方メー

トル)ご とに 1台

店舗 面積 25平

方メー トル (店舗

面積のうち5,0

00平 カ メー ト

ルを超 える部分

の面積について

は、50平 方メー

店舗面積が30

0平 カメー トル

を超えるもの

備考 こ の表のウ欄に掲げる基準により算

定L″た自転車駐車場の規模に 1台未満の

端数があるときは、その端数を切り捨て

るものとする。

2 前 項の表における店舗面積の算定方法

は、規則で定める。

(平8条 例 51・ 追加)

(施設を増築する場合の自転車駐車場の規

模)

第 21条  指 定区域内において、第 19条 第

1項 の表のア欄に掲げる用途に供する施設

の増築をしようとする者は、当該増築後の

施設 (当該施設のうち当該施設の敷地につ

前に建築された

部分 (第23条 の規定によりこの条例の適

用を受けなかった部分を含む。)を 除く。)

を全て新築したものとみなした場合に前 2

条の規定の適用を受けるときは、前2条 の

店舗面積が 50

0平 カメー トル

を超えるもの



ら、現に設置されている自転車盛車場の規

模を控除した規模の自転車盛車場を設置し

なければならない。

(平8条 例 51・ 追カロ)

規定により算定した自転草盛車場の規模か

ら、現に設置されている自転車駐車易の規

模を控除した規模の自転車駐車場を設置し

なければならない。

(平8条 例 51・ 追カロ)

(略)

付 則

(施行期 日)

1 こ の条例は、平成23年 11月 1日 か ら施行

する。ただし、第16条及び第21条の改正規

定は、公布の 日か ら施行するハ

(経過措置)

2 改 正後の第16条の規定は、付則第1項た

だ し書に規定する改正規定の整行の 日以

後に撤基ェた自転車について適用 し、同日

前に紙去した自転車については、なお従前

の例による。

3 こ の条例の施行の際現に指定区域内に

存するスポーツ施設又は学習施設の用途

重

拠蜘 重⊇ 吐て指定区域ど定められ

(略)
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